
Ⓜ 適応指導教室の運営（困難を抱える児童生徒への支援）
　  学力アップサポート事業
Ⓜ ひとり親家庭及び生活困窮世帯の子どもへの学習・生活支援
　  生活困窮世帯の子どもの学習意欲を向上させるための支援
Ⓜ 放課後子ども対策の推進（放課後児童クラブ、放課後子ども教室） 3 4  適応指導教室の運営【駿河区への新設】
Ⓜ 地域・市民による支援手法（居場所づくり等）の研究  学力アップサポート事業【中学生向け支援策の検討】
Ⓜ 就学援助（要・準要保護児童生徒扶助費）事業 1 4

Ⓜ 静岡市奨学金（育英奨学金、篤志奨学金） 6 7

　  スクールソーシャルワーカー活用事業
　  学校・こども園管理職や教職員に対する研修
 　 児童養護施設、母子生活支援施設の子どもへの学習支援
Ⓜ 地域による学習・生活支援（学校応援団推進事業等）
　　静岡学習会（通信制高校等学習支援） 3 4  地域・市民による支援手法（居場所づくり）の研究
　  スクールカウンセラー活用事業 1 8  ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ活用事業【市立こども園・高校への派遣】

Ⓜ 適応指導教室の運営（困難を抱える児童生徒への支援） 2 6  就学援助事業【入学前支給の実施】
Ⓜ ひとり親家庭及び生活困窮世帯の子どもへの学習・生活支援 2 6  静岡市奨学金【予約採用募集時期の早期化】
Ⓜ 放課後子ども対策の推進（放課後児童クラブ、放課後子ども教室） 5 7  ひとり親就業支援専門員等による支援【事業周知の拡大】
Ⓜ 地域・市民による支援手法（居場所づくり）の研究 1 4

Ⓜ 児童相談体制（児童相談所、家庭児童相談係等）の確保 6 7

　　要保護児童対策地域協議会の運営 1 8  ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ活用事業【市立こども園・高校への派遣】
　　里親委託と里親支援
　　要保護児童自立支援事業

Ⓜ 母子家庭等医療費の助成 1 8  ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ活用事業【市立こども園・高校への派遣】
　　養育支援訪問事業 1 8  学校・こども園管理職や教職員に対する研修
　　子育て世代包括支援センターでの相談  主任児童委員等への研修・情報提供
　　児童館での居場所事業  児童相談体制の確保【家庭児童相談係の人的・質的拡充】
　　民生委員・児童委員及び主任児童委員による地域福祉活動  児童生徒支援課の創設
　　静岡市子ども・若者支援地域協議会（関係機関の連絡体制）  支援情報リーフレットの作成
Ⓜ 地域による学習・生活支援（学校応援団推進事業等）  関係局長を構成員とする子どもの貧困対策庁内会議の開催
Ⓜ こども園等におけるひとり親家庭等の優先入所  関係機関・団体等による情報共有、情報交換の場の開催

　  ひとり親就業支援専門員等による支援
　　ひとり親の学び直し支援
　　母子家庭等自立支援給付金事業
Ⓜ こども園等におけるひとり親家庭等の優先入所

Ⓜ ひとり親家庭及び生活困窮世帯の子どもへの学習・生活支援
Ⓜ 就学援助（要・準要保護児童生徒扶助費）事業
Ⓜ 静岡市奨学金（育英奨学金、篤志奨学金）
　　幼児期の保育料の負担軽減
　　放課後児童クラブの利用者負担の軽減
　　生活保護
　　児童扶養手当
Ⓜ 母子家庭等医療費の助成
　　母子父子寡婦福祉資金貸付
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　◎ ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)の子どもの高校等進学率【重点Ⅰ】【重点Ⅱ】

　◎ 子ども・若者相談センターにおける相談者の改善率【重点Ⅰ】
　　現状値(H26~28平均)：65.0％　　　⇒　　　H31末：70.0％

　　現状値(H28)：　　　　　　97.4％　　　⇒　　　H31末：98.0％
　◎ 放課後児童クラブの利用人数・放課後子ども教室の実施個所数【重点Ⅰ】

　◎ スクールソーシャルワーカーが支援を行った児童・生徒の人数【重点Ⅲ】
　　現状値(H28)：　　　　885人/年　　　⇒　　　H31末：931人/年
　◎ 奨学金の新規貸与件数【重点Ⅱ】【重点Ⅲ】
　　現状値(H28)：　　　　　　　52人　　　⇒　　　H31末：　　110人
　◎ ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)の正規就業率【重点Ⅱ】【重点Ⅲ】

　　現状値(H29)：奨学金　13.0％、就学援助　38.2％、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　40.1％

　　  ⇒　　H31末：児童クラブ利用者数6,064人(H32当初の確保量)、子ども教室86校

3 4
 放課後子ども対策の推進
 【放課後児童クラブ、放課後子ども教室箇所数の拡充】

 ひとり親家庭及び生活困窮世帯の子どもへの学習・生活支援
 【実施箇所数の拡大、対象を高校生まで拡大】

　　現状値(H25)：母子35.5％、父子47.6％
　　  ⇒　　H31末：母子　増加、父子　増加
　◎ ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)の事業認知度【重点Ⅰ】【重点Ⅱ】【重点Ⅲ】
　　（各事業を「知らなかった」と答える割合）

　　  ⇒　　H31末：奨学金　減少、就学援助　減少、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　減少

　　現状値(H28)：児童クラブ利用者数4,025人、子ども教室25校

　Ⅱ　安定した家庭生活の下支えとなる経済的支援

　Ⅲ　困難を抱える子ども・家庭に、切れ目のない支援を
　　　行き渡らせるための支援体制の充実と周知の工夫

【　　】内は一部予定

 ひとり親家庭及び生活困窮世帯の子どもへの学習・生活支援
 【実施箇所数の拡大、対象を高校生まで拡大】

　Ⅰ　子どもの状況に応じた多様な学び・体験の支援と、
　　　　家庭・学校だけでない第３の居場所づくり

 生活困窮世帯の子どもの学習意欲を向上させるための支援
 【対象を高校生まで拡大】
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1

４　生活習慣に関すること

⇒
・地域と連携した取組の推進
・生活習慣を定着させるための
支援

３　体験・経験や居場所に関すること

・学習塾等の習い事やスポーツなど、学び・体験の機会
　が少ない傾向にあります。
・多くの中高生が居場所を求めています。

⇒

・親子の関わりが十分でないことがあります。
・衣食住など基本的な生活習慣が定着していないことが
　あります。

・家庭状況に関わらず、さまざま
な体験・経験ができる機会の提
供
・特に中学生・高校生を対象とす
る居場所づくり

２　進学・就学に関すること

⇒

・進学等の希望格差や選択肢格
差、中退リスクを縮小するため、
低年齢段階からの学習支援や
中高生に対する進学準備支援、
入学に必要な経費・学費等の経
済的支援

・世帯の所得状況により子どもの進学希望、保護者の
　進学期待に差がみられます。
・経済的な理由による進学あきらめや中退のリスクがあり
　ます。

１　学びに関すること

⇒
・放課後などに、子どもたちが学
力を身につけられるような機会の
提供

・「学校の授業以外での勉強時間が少ない」「親に勉強
　を教えてもらうことがない」など家庭学習機会が少ない
　傾向にあります。
・学校授業の理解度が低い傾向にあります。

＜基本的な考え方＞　「すべての子どもが、生まれ育った環境に左右されることなく、自分の可能性を信じ、未来を
　　　　　　　　　　　　切り拓いていけるよう、行政・学校・地域が総がかりで切れ目なく支えていきます」

　静岡市子どもの貧困対策推進計画　＜見直し案（概要②）＞

７　ひとり親家庭に関すること

⇒ ・ひとり親家庭支援の更なる推進・ひとり親家庭は、子育てや家事、生計などすべて一人で
　担わねばならず、特に困難を抱えやすい状況にあります。
・経済的なリスクを抱える可能性が高い状況にあります。

５　就労に関すること

⇒
・安定した就労（正規雇用等）に
つなげるのための支援・複数の仕事の掛け持ちや早朝深夜など不規則な勤務

　の可能性があります。

・学校に係る経費の支払いに苦慮する（した）ことが多い
　傾向にあります。
・食料、衣料を買えなかった経験、光熱水費などの支払い
　ができなかった経験など生活への影響が考えられます。

６　経済状況に関すること

⇒
・各種手当など経済的支援の内
容（給付額、手続き等）充実や、
自立の支援

　経済的支援では、子育て支援に係る負担の軽減を図るため
の取組を進めていきます。

　保護者の就労の支援では、ひとり親の安定した正規雇用へ
の転職や、資格取得に対する支援に取り組みます。

青字…重点取組、Ⓜ…複数の支援に関連する事業

８　支援制度に関すること

⇒

・子どもや保護者が相談できる窓
口の充実
・支援制度の周知工夫
・関係機関の更なる連携
・子どもがその生活の大半を過ご
す学校の支援拠点化（学校のプ
ラットフォーム化）

・相談相手が欲しいと感じる保護者が一定程度います。
・支援制度があっても、「制度を知らない」「わからない」
　「手続きが複雑」等の理由で支援につながっていないこと
　があります。
・連携がうまくいっていないと感じる支援者が一定程度い
　ます。

経
済
的
支
援

　教育の支援では、総合的な貧困対策を展開するとともに、
子どもの家庭環境に応じた多様な教育支援に取り組みます。

　生活の支援では、子どもが安心して過ごせる居場所の確
保、家庭的な環境による養育支援等を推進します。

保
護
者
の
就

労
の
支
援

教
育
の
支
援

生
活
の
支
援

　　ひとり親家庭生活支援（児童訪問支援員（ホームフレンド）派遣）

調査結果から見えた課題
（困難を抱える子ども・家庭の状況）

課題解決の方向性 施策体系と実施事業

二
年
間
で
重
点
的
に
推
進
す
る
取
組

重点取組（事業と成果指標）

成果指標

○調査結果や総合教育会議等での議論を踏まえ、

新規・拡充など重点的に取り組んでいく事業を整理

○取組を検証・評価するため新たな成果指標を設定

＜取組の視点～切れ目のない支援のために～＞

★きづき… 「困っている」に気づく力を磨きます

★つなげ… 教育(学校)・福祉がスクラムを組んで支援につなぎます

★とどける… 必要な家庭に必要な支援をとどけます

資料２


